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横浜諏訪魔會規約 

目的   第一条  この会はプロレスラー諏訪魔選手を支援し、地域の発展に寄与することを目

的とする。 

名称   第二条  会の名称は横浜諏訪魔會とする。 

 

事務所  第三条  事務所は横浜に置く。 

 

事業   第四条  この会は､目的を達成するため、次の事業を行う。 

          (１)青少年健全育成 

          (２)社会・地域貢献 

          (３)横浜諏訪魔會に関する調査・研究 

          (４)前各号に掲げる事業に付帯又は間連する事業 

役員第  五条   この会の役員は、名誉会長･会長・副会長・理事若干名・会計･監査・事務局

長・事務局を置く 

役員選出並びに任期 

第六条  各役職は役員会に置いて選出する。 

          (１)会長は会を代表して会務を処理する。 

          (２)名誉会長･副会長は会長を補佐し会務を処理する。 

          (３)理事は会の運営を補佐する。 

          (４)会計は会計業務を処理する。 

          (５)監査は会計を監査する。 

          (６)事務局長は事務を処理する。 

          (７)役員の任期は２年とし、再任を妨げない.ただし、補欠役員の任期は前任

者の任期とする。 

会議および総会   

第七条  (１)会議は役員会とし､会長がこれを招集する。 

    (２)総会は年一回とし、会長がこれを招集する。 

会計   第八条  会の経費は次の費用をもって充てる。 

          (１)年回費３，０００円 

          (２)事業･寄付・その他 

会計年度 第九条  毎年 4 月１日から翌年 3 月 31 日とする。 

 

この規約は平成 25 年４月１からとする。 
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